
≪入所選考基準≫ 

類型 区分 
適用 

（保育を必要とする事由） 

保育 

指数 

優先 

順位 

(1)家庭外労働 外勤 常勤 事業所に常時雇用されている者 ９ ２ 

パート 

１日８時間以上 時給、日雇いの雇用形態で、常勤と比

較して労働時間が短い者（その他の不

安定就労者の場合はその勤務時間の実

態による。) 

９ ２ 

１日６時間以上 ７ ４ 

１日４時間以上 ６ ５ 

自営業 

本人 居宅外の自営業で中心者である者 ９ ２ 

協力者 

１日８時間以上 

居宅外の自営業で協力者である者 

８ ３ 

１日６時間以上 ７ ４ 

１日４時間以上 ６ ５ 

農業 

１日８時間以上 

農作業に従事している者 

８ ３ 

１日６時間以上 ７ ４ 

１日４時間以上 ６ ５ 

(2)家庭内労働 

自営業 

本人 居宅内の自営業で中心者である者 ９ ２ 

協力者 １日８時間以上 

居宅内の自営業で協力者である者 

７ ４ 

１日６時間以上 ６ ５ 

１日４時間以上 ５ ６ 

内職 

１日８時間以上 
家計補助を目的として、メーカー、問

屋または直接需要者から頼まれて、自

宅内で物品の製造加工に日々従事する

者 

６ ５ 

１日４時間以上 ５ ６ 

(3)母の出産等 出産 出産予定月を含む前後３ヶ月 ９ ２ 

育児休業を終了した場合 
育児休業期間終了後、職場復帰をする

者 
９ ２ 

(4)疾病等 疾病入院 母の概ね１ヶ月以上の入院 １０ １ 

居宅 

療養 

常時病床 疾病のため、概ね１ヶ月以上常時病床 １０ １ 

精神結核 
医師が長期加療（安静）を要すると診

断した者 
８ ３ 

一般療養 
医師が概ね１ヶ月以上加療（安静）を

要すると診断した者 
６ ５ 

その他 
疾病は比較的軽症であるが、定期的通

院等を要する者 
３ ７ 

(5)看護・介護等 

 

 

 

 

 

 

心身 

障害 

１、２級 

身体障害者手帳または愛護手帳を所持

する者及び同程度と判断できる者 

１０ １ 

Ａ、Ｂ １０ １ 

３級 ７ ４ 

４級以下 ５ ６ 

病人の 

看護等 
入院の付添 

概ね１ヶ月以上親族の入院の付添いに

当たっている者 
１０ １ 



 

 

(5)看護・介護等 

 

居宅内看護・介護 
同居の家族の長期居宅療養等看護・介

護に当たっている者 
６ ５ 

病人の 

看護等 

心身障害者の看護 
心身障害児(者)の介護、通園、通院、通

学等に当たっている者 
１０ １ 

寝たきり老人の介護 
同居の祖父母等寝たきり老人の介護に

常時当たっている者 
１０ １ 

(6)家庭の災害 
家庭の災害 

火災、風水害等で家屋が失われ、復旧

に当たる者 
１０ １ 

(7)求職活動 
勤務先確定 既に勤務先が内定している者 ６ ５ 

勤務先未確定 就職活動中である者 ３ ７ 

(8)就学 
就学 

職業訓練校、専門学校、大学等に 

就学している者 
７ ３ 

(9)虐待・ＤＶ 
虐待・ＤＶ 

虐待・ＤＶにより、特に保育が必要 

と認められる者 
※ ※ 

(1)～(8)の事由のほか、町長が保育の必要があると認める状態にあるもの ※ ※ 

調
整
基
準 

世帯の事情による 

加算・減算 

母子家庭 父の死亡、離別、行方不明、拘禁 ＋５ － 

父子家庭 母の死別、離別、行方不明、拘禁 ＋５ － 

生活保護世帯 
生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)

による被保護世帯 
＋５ － 

兄妹姉妹の入所 兄弟姉妹で入所する者 ＋３ － 

生活指導時間の延長 生活指導時間の延長を必要とする者 ＋３ － 

祖父母等と同居 

６０歳未満の祖父母等同居の親族が、

子どもの保育ができない正当な理由が

ない者 

－２ － 

就労日数による 

加算・減算 

月２０～２３日 

パート、自営業、農業、内職等の 

月の平均就労日数 

－１ － 

月１６～１９日 －２ － 

月１５日以下 －３ － 

学年による 

加算・減算 

小学校１年生 － +２ － 

小学校２年生 － +１ － 

小学校３年生 － ±０ － 

小学校４年生 － －１ － 

小学校５年生 － －２ － 

小学校６年生 － －３ － 

 

備考 

１ （１）～（９）の「保育を必要とする事由」に対応する保育指数の高い者から順次入所の承諾をする。 

２ 調整基準に該当する場合は、その該当事由に対応する保育指数を合算・減算するものとする。 



３ 保育指数の値が等しくなったときは、優先順位の高い者から入所の承諾をする。 

４ ※については、当該児童及びその世帯の状況に応じて判断する 

 


